
行政庁側記入欄
許可年月日

１．す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

旧許可年月日

連絡先

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １

知事

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　〇〇年　　〇〇月　　〇〇日

地方整備局長

申請者

11 13

北海道開発局長
和歌山県　知事 殿 代理人

大臣 コード

（

項 番 3 5 10

許 可 番 号 ０ １

3 １．新 規 ４．業 種 追 加

15

国土交通大臣
月許可

般
－ ） 第

許 可 換 え 新 規 業 種 追 加 ＋ 更 新

号 令和

２．

日
和歌山県知事 特

年

2

７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

（申 請 の 区 分 ０ ２ ）
３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

５．更 新 ８． 許可の有効

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
許 可 を 受 け よ う

０ ４ 2 2 2 1
と す る 建 設 業

（
１．一般
２．特定

）
申請時において 既に
許可を受けている建設

業

3 5 10 15 20 25 30

０ ５ 2 2 2 1

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ ス ズ キ グ ミ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ７ （ 株 ） 鈴 木 組

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 又 は 個 人
の 氏 名 の フ リ ガ ナ

０ ８ ス ズ キ タ ロ ウ

代 表 者 又 は
０ ９ 鈴 木

個 人 の 氏 名

3 5 10
支配人の氏名

０

太 郎

1 都道府県名 　　和歌山県
主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１

20

3 0 2 0

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１ １ 小 松 原 通 1 － 1

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ２ 6 4 0 － 8 5 8 5 0 6電 話 番 号 0 7 3 ｰ 4 4

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 1 ｰ 3

3 4 5 10 13 15 20 25

法 人 又 は 個 人 の 別 １ ３ 1 （ ） 4 0 0 0 0 （千円） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 1 （ ）

3

許 可 換 え の 区 分 １ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

大臣 コード
知事

3 5 10 11 13 15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

許可 （
般

－ ） 第 月号 令和

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

日
知事 特

　　和歌山市

　　073-428-1810

　　宅地建物取引業

役員等、営業所及び営業所技術者等（建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者及び同法第15条第２号に規定する特定営業所技術者をいう。以下同じ。）については別紙によ
る。

年

行政書士による代理申請の場
合、記名・押印（職印）する。
（委任状を添付）

行政書士 山田 信夫 職印

和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組
代表取締役 鈴木 太郎

「登記上の所在地」と「事実上の所在地」が
異なる場合は、２段書きする。
（例） （登記上の所在地）○○○・・・

（事実上の所在地）○○○・・・
なお、その他の箇所には事実上の住所の
みを記載する。

枠内は記入しない

今回の申請と併せ、既に受けている建設業の全部を更新し許可
日を一つにまとめる場合は「１」、それ以外は「２」を入れる。

不要なものを消すこと。

新規・許可換え新規の場合は
上段のみ記載する。

姓と名の間を１マス
空ける。

法人の場合、法人番号（１３ケタ）
を記載する。 左詰めで記載する。

法人の場合に記載する。（右詰め）

建設業以外に営業している業務
があれば記載する。

許可換え申請の場合のみ記入

・丁目、番地等は「－」（ハイフン）で記載。
大字は記入しない。
（例） 大字湯浅２３５５番地１→湯浅２３５５－１
・登記と事実上の所在地が異なる場合、「事実上
の所在地」を記載する。

連絡照会のため、必ず記載すること。









本　　　店

本　　　店

橋本営業所

土－９、とー９
建－９

電－７

建－９
電－７

別紙四

令和　〇〇年　〇〇月　〇〇日

営 業 所 技 術 者 等 の 氏 名

営業所技術者等一覧表

モリタ　イチロウ

森田　一郎

オオガネ　ジロウ

大金　二郎

マツモト　サブロウ

松本　三郎

１３
３７

５５

２０
５５

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称

様式第一号別紙二（１）又は（２）に記載
した営業所の名称をすべて記載する。

営業所技術者等として担当する業種につ
いて、業種の略号とハイフンに続けて、次
の分類に従い該当する数字を記載する。

営業所技術者等として担当する業種
に対応する資格や実務経験等を「有
資格区分」によりコードで記載する。

一般建設業の場合
「１」・・・法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）
「４」・・・法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）
「７」・・・法第７条第２号ハ該当（国家資格者等）

特定建設業の場合
「２」・・・法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ（２年以上の指導監督的実務

経験）該当
「３」・・・法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定

を受けた者）
「５」・・・法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当
「６」・・・法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定

を受けた者）
「８」・・・法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当
「９」・・・法第１５条第２号イ該当（国家資格者等）



許可を受けている業種、許可を受けようとする業種

計上し
ない。







2.





2.



2.



2.



2.









（２）下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の ５．営業所技術者等が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　交替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

0 1

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

営業所技術者等証明書（新規・変更）

建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

令和　〇〇年　〇〇月　〇〇日

地方整備局長

に規定する営業所技術者等を営業所に置いていることに相違ありません。（１）下記のとおり、

北海道開発局長 申請者
和歌山県　知事 届出者

項 番 3

区 分 ６ １ 1

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 許可（
般

－ ）第 年 月 日
知事 特

号 令和

記

項 番 フリガナ  モリ　   タ　　　        イチ　 ロウ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ モ リ 森 田 一 郎 生年月日 S 年 月 日4 8 0 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
3 5 10 15 20 25 30

今後担当する建
６ ４ 9 9 9

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3 3 7

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

営 業 所 技 術 者 等
の 住 所

和歌山県和歌山市湊通丁北１－２－１
営業所の名称
（ 新 所 属 ）

項 番 フリガナ  オオ 　ガネ　　　　　   ジ　　 ロウ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ オ 生年月日オ 大 金 二 郎 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
3 5 10 15 20 25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 7

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 5 5

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

営業所の名称
（新所属）

項 番 フリガナ  マツ　モト　　　　　サブ　ロウ
3 5

氏 名 ６ ３ マ

営 業 所 技 術 者 等
の 住 所

和歌山県和歌山市森小手穂２２７

郎

10

ツ

18 20

生年月日

15

松 本 三 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防
3 5 10 15 20

管 タ 鋼 筋
25

具 水 消内 機 絶 通

7

30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9

現在担当している
建設工事の種類

６ ７
15 17

１ ２ ３ ４ ５
3 5 7 9 11 13

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 0 3 0

清

S

営 業 所 技 術 者 等
の 住 所

和歌山県岩出市高塚２０９
営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

国土交通大臣

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

解

解

解

　　　　　　　　本　店

5 2 1 1 1 5Ｓ 年 月

　　　　　　　　橋本営業所

　　　　　　　　本　店

4 6 0 9 1 0

８

和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組

代表取締役 鈴木 太郎

許可申請の場合は「１」
※その他は下段を参照のこと。

いずれかに○をつける。

不要なものを消すこと。
許可更新の場合は提出不要。

許可申請の場合は「届出者」を、変更
届の場合は「申請者」を消す。

変更の場合に記載。（新規の場合は空欄）

今後担当する業種のみ
を記載する。種類、有資
格区分は営業所技術者
等一覧表（様式第一号別
紙四）を参照のこと。

変更、追加又は削除の場合
は必ず記載する。

※この様式は次の場合に使用する。
・新規（許可換え、般特含む）、業種追加の場合 →区分１
・現在証明されている営業所技術者等の担当業種、資格に変更があった場合 →区分２
・営業所技術者等が交代する場合 →区分３・４

（婚姻等により氏名が変更の場合も３、４が必要）
・現在営業所技術者等となっている者が所属営業所のみ変更した場合。 →区分５



令和







































様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所技術者

建設業法第15条第2号　に規定する特定営業所技術者
について変更があつたので届出をします。

殿

許可年月日
　

　
変

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

市区町村名

連絡先

　　和歌山市

電話番号　　073-441-3070

３ ６ 2 3 4 7

3 5

法 人 番 号 1 5 6 8

10 15

9 0 1 2 3

ファックス番号　　073-428-1810

所属等　　総務課 氏名　　和歌山　次郎

0 （千円）
,

2 5 0 0
資 本 金 額

４ ４
又 は 出 資 総 額 ,

3 5 10

7 04 4 1 － 3 0電 話 番 号 0 7 3 －1 － 0 0 0 6郵 便 番 号 ４ ３ 6 4

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

1 0

20

主たる営業所の
所 在 地

４ ２ 中 島 1 0 －

0 1 都道府県名

3 5 10

0 2

15

　　和歌山県
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

４ １ 3

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０

３ ９
代表者又は個人
の氏名のフリガナ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

山 建 設 （ 株 ）商 号 又 は 名 称 ３ ８ 和 歌

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ヤ マ ケ ン セ ツ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７ ワ カ

3 5 10 15 20

営業所技術者等 建設　太郎 建設　花子 R6.9.30 ○○営業所

営業所の業種の追加　 土木工事業 土木工事業、造園工事業 R6.9.30 ○○営業所

役員等の氏名 取締役　歌山　二郎 ― R6.9.30 辞任

役員等の氏名 ― 取締役　和　歌雄 R6.9.30 就任

資本金額 １０，０００千円 ２５，０００千円 R6.9.30

商号 和歌山土木株式会社 和歌山建設株式会社 R6.9.30

主たる営業所の所在地 和歌山市森小手穂２２７ 和歌山市中島１０－１０ R6.9.30

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

5 月 2 9 日
知事 特

号 令和 0 5 年 00 0 3 9 9 6許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ３ ５ 3 0
国土交通大臣

知事 届出者

項 番

大臣コード
知事

3 5 10

変　更　届　出　書

（第一面）
下記のとおり、

令和　〇〇年　〇〇月　〇〇日

地方整備局長
北海道開発局長

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

0 5

該当する番号を○で囲む。

和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組
代表取締役 鈴木 太郎

不要なものを消すこと。
商号等に変更がある場合は
変更後の商号等を記載する。

法人の場合、法人番号（１３ケタ）を記載する。

入力事項は変更事項のみ記載する。

連絡照会のため、必ず記載すること。

所在地・電話番号・郵便番号の変更の
場合は、〇部分を必ず記載すること。





様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

殿

許可年月日

具体的事由

　　橋本営業所 　　（土）　　（と）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　基準を満たさなくなつた
下記のとおり、

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた
（３）　営業所技術者等を削除した
（４）　欠格要件に該当するに至つた

令和　〇〇年　〇〇月　〇〇日

地方整備局長
北海道開発局長

知事 届 出 者

項 番 大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ５ １ 3 0
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 0 0 3 9 9 6 号 令和 0 5 年 0 5 月 2 9 日

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ２ 生年月日 月 日

　　　　　　　　　　　　　(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔営業所技術者等〕を満たさなくなつた場合
　　　　　　　　　　　　　(3)　営業所技術者等を削除した場合

年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 歌 山 和 9 年 0歌 1 月 0 1 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 S 4

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 年 月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 年

　　　　　　　　　　　　　(4)　建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日

0 5

一部廃業等により営業所技術者等を削除する場合（この場合は廃業届

（様式第二十二号の四）も併せて提出）
但し、廃業しない業種の専任に引き続き留まる場合は営業所技術者等証
明書（様式第八号）で届出

和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組
代表取締役 鈴木 太郎

当該技術者が営業所技術者等となっていた業種を略号で記載。

複数の許可がある場合、最も古い
ものを記載する。





行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

　　和歌山市

　　073-428-1810

譲渡及び譲受け後に
営業しようとする
建 設 業

1

3 5 7

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

5 6 10 15 20

11 1 11 1 1

25 30

０ ８ 1

15103 5

3 5 10 15 20

6 号第 0 0 3 9 9
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 3 0

個 人 の 氏 名
花 子

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
１ ２ 佐 藤

ウ ハ ナ コ
代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １ サ ト

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

藤 組１ ０ （ 株 ） 佐

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

100,000,000　円０ ５

＜譲受人に関する事項＞

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９ サ

×日０ ３

会社事業の整理のため
（他の例：譲渡人役員が退任するため、法人成りによって、個人事業を法人に譲渡するため等）

０ ４

令和 × ×年× ×月×

ト ウ グ ミ

1 1

譲渡及び譲受け
の 理 由

譲渡及び譲受け
の 価 格

７

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

譲渡人申請者
地方整備局長

令和　　〇〇年　　〇〇月　　〇〇日

項 番

商 号 又 は 名 称

譲渡及び譲受け
年 月 日

令和

15

年

月

知事

０ １

5

特

大臣

3

コード

知事 譲受人
北海道開発局長

許可（

殿

）

０

（用紙Ａ４）

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。

1０

様式第二十二号の五（第十三条の二関係）

1０

（第１面）

日
国土交通大臣

10

号

11

知事
年第

般
－

5

日月

7

０

０

3

２ 令和

1 1 1 1 1 1

4

1

ガしゆ管 タ 鋼 舗 板筋土 建 大 左 と 石 屋 電 清絶 通 園 井 具 水 消塗 防 内 機

３ 3 0

コード
知事

3

0

3

5

13

2

4

大臣

許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3

１

－

1 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

　　和歌山県

20

１ ４ 湊 通 丁 北 1 2 － 1

8 2 6 － 3 0 60 7 3 － 4

フ ァ ッ ク ス 番 号

郵 便 番 号 １ ５ 6 0 －

5

電 話 番 号2

3 4 5 10

10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８ 3 0
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
和歌山県知事 特

第 0 9 9 9 9 8 号 令和 0 4 年 0 1 日

35 40

13 15

4

25 30

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 23

法人又は個人の別 １ ６ 1 4

20 25

0 0 0 （千円） 2 3

月

4

3
建設業以外に行つている営業の種類

5 7 8 9

１ ７ 2 （

1065

）

2

兼 業 の 有 無

3 5

32

大臣コード
知事

10

0（ ）

0 4

１.一般

２.特定

0 5

１.一般

２.特定

不要なものを消すこと。

枠内は記入しない 行政書士 山田 信夫
和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組 代表取締役 鈴木 太郎

和歌山県和歌山市湊通丁北１－２－１
（株）佐藤組
代表取締役 佐藤 花子

職印

行政書士による代理申請
の場合、記名・押印（職印）
する。（委任状を添付）

「登記上の所在地」と「事実上の所在

地」が異なる場合は、２段書きする。

（例） （登記上の所在地）○○○・・・

（事実上の所在地）○○○・・・

なお、その他の箇所には事実上の住

所のみを記載する。

事業譲渡契約書で定めた効力発生日を記載すること。
認可申請に際しては、申請前のなるべく早期に県と打ち合わせを行うことに
より、申請日から譲渡及び譲受け年月日まで充分な期間を確保する。

譲渡及び譲受けを行う理由を簡潔に記載する。

事業譲渡契約書で定めた譲渡の対価を記載。

事業承継後に使用する許可番号を記載。（原則譲渡人のも
の）ただし、譲受人が事業承継前から建設業者である場合
は、譲受人が使用する許可番号を選択することができる。

姓と名の間を１マス
空ける。

・丁目、番地等は「－」（ハイフン）で記載。
大字は記入しない。
（例） 大字湯浅２３５５番地１→湯浅２３５５－１
・登記と事実上の所在地が異なる場合、「事実上
の所在地」を記載する。

承継後に譲受人が受けることになる許可について記載すること。

申請時点で譲受人が受けている許可について記載すること。

法人の場合、法人番号（１３ケタ）
を記載する。

法人の場合に記載する。（右詰め）

建設業以外に営業している
業務があれば記載する。

譲受人が申請時点で受けている許可番号を記載すること。



解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

　　宅地建物取引業

　　和歌山県 　　和歌山市

　　073-428-1810

10 203 5 6

市区町村名

15

5年 00 0 月9 9 6 2 9 日
知事 特

号 令和 0 53許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 3 0
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

兼 業 の 有 無 ２ ８ 1 （

3
建設業以外に行つている営業の種類

）

4 5 62 30 0 2 34 0 0 7 8 9 0 1

25

法人又は個人の別 ２ ７ 1 （千円） 1（ ）

13 15 203 4 5 10

4

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 1 － 3 0 6電 話 番 号 0 7 3 － 40 － 8 5 8 5郵 便 番 号 ２ ６ 6 4

23 25 30 35 40

1 － 1

3 5 10 15 20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５ 小 松

1

＜譲渡人に関する事項＞

3 5 10 15

1

20

ズ
代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

２ ２ ス

清

1

ス

舗 防 園

1

２ ０

１ ９

5 10 15 20

ズ キ グ ミ

23 25 30 35 40

2010 15

鈴

3

１

5

23 25 30 35 40

キ タ ロ ウ

原

3 5 10
支配人の氏名

鈴 太 郎
個 人 の 氏 名

木
代 表 者 又 は

２ ３

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3

２ ４ 3

（用紙Ａ４）

（第２面）

2 0 1 都道府県名

組（ 株 ）

5

通

0

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称 ２

大 電

木

しゆ土
譲 り 渡 す
建 設 業

3

ファックス番号

所属等 氏名 電話番号

管 タ 具 水 消機屋 板 ガ 塗建 左 と 石 通 井絶鋼 筋 内

0 5

１.一般

２.特定

連絡照会のため、必ず記載すること。

譲渡人が申請時点で受けている許可番号を記載すること。







１３
３７

５５

２０
５５

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称

別紙三

令和　〇〇年　〇〇月　〇〇日

営 業 所 技 術 者 等 の 氏 名

営業所技術者等一覧表

本　　　店

本　　　店

橋本営業所

土－９、とー９
建－９

電－７

建－９
電－７

モリタ　イチロウ

森田　一郎

オオガネ　ジロウ

大金　二郎

マツモト　サブロウ

松本　三郎

様式第一号別紙二（１）又は（２）に記載
した営業所の名称をすべて記載する。

営業所技術者等として担当する業種につ
いて、業種の略号とハイフンに続けて、次
の分類に従い該当する数字を記載する。

営業所技術者等として担当する業種
に対応する資格や実務経験等を「有
資格区分」によりコードで記載する。

一般建設業の場合
「１」・・・法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）
「４」・・・法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）
「７」・・・法第７条第２号ハ該当（国家資格者等）

特定建設業の場合
「２」・・・法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ（２年以上の指導監督的実務

経験）該当
「３」・・・法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定

を受けた者）
「５」・・・法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当
「６」・・・法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定

を受けた者）
「８」・・・法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当
「９」・・・法第１５条第２号イ該当（国家資格者等）





行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

　　和歌山市

1

30

０ ８ 1 1 1 1

2515

　　　　＜合併存続法人又は合併により新設される法人に関する事項＞

3 5 10

6 号第 0 0 3 9 9許可（
般

－ ）
知事 特

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 3 0
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

日

株式会社佐藤組が株式会社鈴木組を吸収合併し、同社の建設業者としての地位を承継するため。
（他の記載例：グループ会社を再編するため、事業を拡大するため等）

０ ４

30,000,000　円０ ５

3 5 7

令和 × ×年× ×月

3 5 10 15 20

０ ３ × ×

48 9 0 1 2 32 3 4 5 6 7

25

資 本 金 額 等 １ ６

13 15 204 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 － 3電 話 番 号 0 7 3 －

5 0 0 0 0 （千円）

0 － 8 2 6 2郵 便 番 号 １ ５ 6 4

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

－ 1

10 15 20

合 併後の主たる
営 業所の所在地

１ ４ 湊 通 北 1

3 5

１ ３ 3 0 市区町村名　　和歌山県

代 表 者
１ ２ 佐 藤

の 氏 名

3 5 10

花

代 表者の氏名の
フ リ ガ ナ

１ １ サ ト

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

組

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号又は名称の
フ リ ガ ナ

０ ９ サ ト ウ グ ミ

11 1 11 1０ ７ 1 1
合併後に営業しよ
う とする建設業

園 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶 通鋼 筋 舗しゆ板 ガと 石 屋 電 管 タ

44 1 0 6

－ 2

0 1 都道府県名

丁

3 5

子

2

コウ ハ ナ

商 号 又 は 名 称 １ ０ （ 株 ） 佐 藤

土 建 大 左

号

令和

年

認 可申請年月日

11 13

０

10

73

２

般
－

5

日月

特

令和　　〇〇年　　〇〇月　　〇〇日

日
国土交通大臣

知事

０

（用紙Ａ４）

合　併　認　可　申　請　書

この申請書により、合併の認可を申請します。

１11０

（第１面)

様式第二十二号の七（第十三条の二関係）

北海道開発局長

許可（

殿

）０許 可 番 号 月

大臣

3

コード

第

合 併 年 月 日

令和

15

年

合 併 の 価 格

申請者

知事
項 番

１

5

知事

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

認可申請時におい
て合併存続法人が
許可を受けている
建 設 業

合併後の主たる営
業所の所在地市町
村 コ ー ド

地方整備局長

合 併
の 理 由

１.一般

２.特定

0 5

１.一般

２.特定

不要なものを消すこと。 枠内は記入しない 行政書士による代理申請の場合、記
名・押印（職印）する。（委任状を添付）

「登記上の所在地」と「事実上の所在

地」が異なる場合は、２段書きする。

（例） （登記上の所在地）○○○・・・

（事実上の所在地）○○○・・・

なお、その他の箇所には事実上の住

所のみを記載する。

和歌山県和歌山市湊通丁北１－２－１
（株）佐藤組
代表取締役 佐藤 花子
行政書士 山田 信夫
和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組 代表取締役 鈴木 太郎

職印

合併後存続法人又は合併により新設される法人の所在地、名称
及び代表者の職氏名を記載すること。

合併により建設業を行わなくなる者（被承継人）の所在地、名称
及び代表者の職氏名を記載すること。

吸収合併は合併契約で定めた効力発生の日、新設合併は合併契約で定め
た新設合併設立会社の設立日を記載すること。認可申請に際しては、申請
前のなるべく早期に県と打ち合わせを行うことにより、申請日から合併年月
日まで充分な期間を確保する。

吸収合併又は新設合併の別及び合併後建設業を引き続き行う者が明らか
になるよう記載する。

合併契約書で定めた合併の対価を記載。

承継後に使用する許可番号を記載すること。
（原則、合併消滅法人のもの）

承継後に合併後存続する法人が受けることになる許可について記載すること。

申請時点で合併後存続する法人が受けることになる
許可について記載すること。
新設合併の場合は記載しない。

姓と名の間を１マス
空ける。

・丁目、番地等は「－」（ハイフン）で記載。
大字は記入しない。
（例） 大字湯浅２３５５番地１→湯浅２３５５－１
・登記と事実上の所在地が異なる場合、「事実上
の所在地」を記載する。

法人の場合、法人番号（１３ケタ）
を記載する。

法人の場合に記載する。（右詰め）



１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

3

2

　　宅地建物取引業

　　宅地建物取引業

　　和歌山県 　　和歌山市

1 2

5 日
知事 特

（用紙Ａ４）

（第２面）

年 0 5 月0 0 3 9 99 6 号 令和 0許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 3 0
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ 1 （ ）

5 6 7 8 9 00 （千円） 1 2 3 44 0 0 0

25

資 本 金 額 等 ２ ７

13 15 204 5 10

4

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 1 － 3 0 6電 話 番 号 0 7 3 － 40 － 8 5 8 5郵 便 番 号 ２ ６ 6 4

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

松 原 通 1 － 1

20

3 0 2 0

主 たる営業所の
所 在 地

２ ５ 小

主 たる営業所の
所 在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２ ４

太 郎

1 都道府県名

3 5 10

代 表 者
２ ３ 鈴 木

の 氏 名

キ タ ロ ウ
代 表者の氏名の
フ リ ガ ナ

２ ２ ス ズ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

） 鈴 木 組商 号 又 は 名 称 ２ １ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

キ グ ミ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ ス ズ

3 5 10 15 20

1 11

消 清

１ ９

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ
　　　＜合併消滅法人に関する事項＞

土 建 大 左 と 石 屋 電

ファックス番号

（ ）

所属等 氏名 電話番号

1 日

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７ 1

第 0許可（
般
特

－ ）

13 15

許 可 番 号 １ ８ 3 2 月 00
国土交通大臣

大臣コード
知事

3

知事

5

9 9 9 9 8 0号 令和 4

11

年 1

10

認可申請時に合併
消滅法人が許可を
受けている建設業

0 4

0 5

１.一般

２.特定

合併消滅法人は複数ある場合、第２面は（17）（18）を除き、全ての合併消滅法
人分を作成すること。合併消滅法人で建設業許可がない法人は作成不要。

建設業以外に営業している
業務があれば記載する。

合併存続法人が申請時点で受けている許可番号を記載すること。

合併存続法人が申請時点で受けている許可を記載すること。

合併消滅法人が申請時点で受けている許可番号を記載すること。

連絡照会のため、必ず記載すること。



行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

年－

認 可申請年月日

5

日

号

11

許 可 番 号

3

２ 令和

分割後に営業しよ
う とする建設業

国土交通大臣

7

知事
第

般

令和　　〇〇年　　〇〇月　　〇〇日

日

申請者

10 13

０

（用紙Ａ４）

分　割　認　可　申　請　書

この申請書により、分割の認可を申請します。

１２１０

様式第二十二号の八（第十三条の二関係）

知事
北海道開発局長

許可（

殿

）

知事

０ １

5

特

大臣

3

コード

15

年

月

月

項 番

０

分 割 年 月 日

令和

と 石

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

地方整備局長

分 割 の 理 由

分 割 の 価 格

土 建 大 左

株式会社鈴木組が分割し、新たに設立される株式会社佐藤組が建設業を全て承継するため。
（他の記載例：グループ会社を再編するため、事業を拡大するため等）

０ ４

管 タ 鋼 筋屋 電 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

０ ７ 1 1 1 1 1 1 1 1

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９ サ ト ウ グ ミ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 １ ０ （ 株 ） 佐 藤 組

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

１ １ サ ト ウ ハ ナ コ

代 表 者
１ ２ 佐 藤

の 氏 名

3 5 10

３

花 子

1 都道府県名 　　和歌山県
分割後の主たる営
業所の所在地市区
町 村 コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１

20

3 0 2 0

分割後の主たる営
業 所 の 所 在 地

１ ４ 湊 通 丁 北 1 － 2 － 1

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ５ 6 4 0 － 8 2 6 2 電 話 番 号 0 7 3 － 4 4 1 － 3 0 6 4

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 １ ６ 55 0 0 0 7 8 9 0 10 （千円） 2 3 4 2 3 4

3 5 7

０ ３ 令和 × ×年× ×月× ×日

100,000,000　円０ ５

大臣コード
知事

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 3 0
国土交通大臣

3 9 9 6 号） 0 0第
知事 特

許可（
般

－

1510

3 5

　　　　＜分割承継法人に関する事項＞

20

（第１面）

10

25 303 5

０ ８

15

6

認可申請時におい
て 許可を受けて
い る 建 設 業

　　和歌山市

１.一般
２.特定

0 5

１.一般

２.特定

和歌山県和歌山市湊通丁北１－２－１
（株）佐藤組
代表取締役 佐藤 花子

行政書士 山田 信夫
和歌山県和歌山市小松原通１－１
（株）鈴木組 代表取締役 鈴木 太郎

職印

不要なものを消すこと。 枠内は記入しない 行政書士による代理申請の場合、記
名・押印（職印）する。（委任状を添付）

「登記上の所在地」と「事実上の所在

地」が異なる場合は、２段書きする。
（例） （登記上の所在地）○○○・・・

（事実上の所在地）○○○・・・

なお、その他の箇所には事実上の住
所のみを記載する。

分割されることとなる法人の所在地、名称及び代表者の職氏名を記載
すること。

分割によって新たに設立される法人の所在地、名称及び代表者の職氏
名を記載すること。

吸収分割は分割契約で定めた効力発生の日、新設分割は分割計画書で定
めた新設分割設立会社の設立日を記載すること。認可申請に際しては、申
請前のなるべく早期に県と打ち合わせを行うことにより、申請日から分割年
月日まで充分な期間を確保する。

吸収分割又は新設分割の別及び分割後建設業を引き続き行う者が明らか
になるよう記載する。

分割契約（分割計画書）で定めた分割の対価を記載。

承継後に使用する許可番号を記載すること。
（原則、分割被承継法人のもの）

承継後に分割承継法人が受ける許可について記載すること。

申請時点で分割承継法人が受けることになる許可
について記載すること。
新設分割の場合は記載しない。

姓と名の間を１マス
空ける。

・丁目、番地等は「－」（ハイフン）で記載。
大字は記入しない。
（例） 大字湯浅２３５５番地１→湯浅２３５５－１
・登記と事実上の所在地が異なる場合、「事実上
の所在地」を記載する。

法人の場合、法人番号（１３ケタ）
を記載する。

法人の場合に記載する。（右詰め）



１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

管 タ石 屋 電

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８ 3 0
国土交通大臣

9 8許可（
般

－ ）第 0 1 日
知事 特

号 令和 4 年 1 月0 9 9 9

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７ 1

ファックス番号

（ ）

所属等 氏名 電話番号

0 2

土 建 大 左 と

大臣コード

（第２面）

　　　　＜分割被承継法人に関する事項＞

（用紙Ａ４）

しゆ板 ガ 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶

１ ９ 1 1

園通鋼 筋 舗

1 1 1 1 1

3 5 10 15 20

1

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ ス ズ キ グ ミ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １ （ 株 ） 鈴 木 組

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

２ ２ ス ズ キ タ ロ ウ

代 表 者
２ ３ 鈴 木

の 氏 名

3 5 10

４

太 郎

1 都道府県名
主 たる営業所の
所 在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２

20

3 0 2 0

主たる営業所の所
在 地

２ ５ 小 松 原 通 1 － 1

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 ２ ６ 6 4 0 － 8 5 8 5 0 6電 話 番 号 0 7 3 － 4 4

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 1 － 3

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 ２ ７ 4 0 0 0 0 （千円） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

（ ）

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 3 90
国土交通大臣

許可（
般

－ 5 月 2 99 6 号 令和 0 5

２ ８ 1

年 0）第 0 0 3

認可申請時に分割
被承継法人が許可
を 受 け て い る
建 設 業

日
知事 特

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無

　　宅地建物取引業

　　宅地建物取引業

　　和歌山県 　　和歌山市

1 2 3

0 4

１.一般

２.特定

0 5

分割承継法人が複数ある場合、第２面は（17）（18）を除き、全ての分割
被承継法人分を作成すること。分割で承継させる法人で建設業許可が
ない法人は作成不要。

建設業以外に営業している
業務があれば記載する。

分割承継法人が申請時点で受けている許可番号を記載すること。

分割被承継法人が申請時点で受けている許可を記載すること。

分割被承継法人が申請時点で受けている許可番号を記載すること。

連絡照会のため、必ず記載すること。



 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



行政庁側記入欄
許可年月日

解

１．有
２．無

許可年月日

　　和歌山県 　　和歌山市

3

被 相 続 人 の
死 亡 日

兼 業 の 有 無 １ ５ 2 （

申請者

10

建設業以外に行つている営業の種類

6

10

知事
3 5

被相続人との続柄
１

）

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

23 25 30

5 月 2 9第 0 0 3 9 日

35 40

号 令和 0 5 年

11

国土交通大臣
許可（

般
－ ）

知事 特

13 15

許 可 番 号 １ ６ 3 0

5

9

2 4 1 － 3

フ ァ ッ ク ス 番 号

郵 便 番 号 １ ４ 6 0 － 8 2

2

0 60 7 3 － 4電 話 番 号

20

6

１ ３ 湊 通 丁 北 1 －

1 都道府県名 市区町村名

－ 1

許 可 番 号

認 可申請年月日

5

塗 防

大臣コード

１ 　　子

相 続後の主たる
営 業所の所在地
市 区町村コード

3

１ ２ 3 0

13

2

4

大臣コード
知事

3

0

3 5 10 15

内 機屋 電 清絶 通 園 井 具 水 消土 建 大 左 と 石 ガしゆ管 タ 鋼 舗 板筋

4

0

1 11

０

０

3

２ 令和

1 1 1

5

日月

7

第 令和
般

－ 日
国土交通大臣

10

号

11

知事

０

（用紙Ａ４）

相　続　認　可　申　請　書

この申請書により、建設業の相続の認可を申請します。

1３

様式第二十二号の十（第十三条の三関係）

1０

（第１面）

知事 相続人
北海道開発局長

許可（

殿

）

知事

０ １

5

特

大臣

3

コード

15

年

月年

項 番

商 号 又 は 名 称

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

地方整備局長

令和　　〇〇年　　〇〇月　　〇〇日

1５

年× ×月×

ト ウ グ ミ

1

令和 × ×

０ ７ サ

5

1

×日０ ３

国土交通大臣
許可（

般

＜相続人に関する事項＞

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

20

認可申請時におい 3

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

０ ８ 佐 藤 組

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

氏 名 の
フ リ ガ ナ

０ ９ サ ト ウ ハ ナ コ

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
１ ０ 佐 藤 花 子

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ４ 3 0 － ）
知事 特

第 0 9 9 9 9 8 号

3 5 10 15

10 15 25 30

て相続人が許可を
０ ６ 1 1

受けている建設業
1 1 1 1

3 5 7

3 5 6

1

相続後に相続人が営業
しようとする建設業

10 15 20

0 5

１.一般

２.特定

0 4

１.一般

２.特定

行政書士 山田 信夫
和歌山県和歌山市湊通丁北１－２－１

佐藤 花子
職印

不要なものを消すこと。 枠内は記入しない

行政書士による代理申請の場合、記
名・押印（職印）する。（委任状を添付）

「登記上の所在地」と「事実上の所在

地」が異なる場合は、２段書きする。

（例） （登記上の所在地）○○○・・・

（事実上の所在地）○○○・・・

なお、その他の箇所には事実上の住

所のみを記載する。

記載の要領は様式第二十二号の五と同様

戸籍謄本のとおりに記載すること。

承継後に使用する許可番号を記載すること。（原則、被承継人のもの）
ただし、相続人が建設業者である場合は、相続人が使用している許可番号を選択
することができる。

承継後に相続人が受ける許可を記載すること。

申請時点で相続人が受けている許可を記載すること。
申請時点で許可を受けていない場合、空欄とすること。

姓と名の間を１マス
空ける。

・丁目、番地等は「－」（ハイフン）で記載。
大字は記入しない。
（例） 大字湯浅２３５５番地１→湯浅２３５５－１
・登記と事実上の所在地が異なる場合、「事実上
の所在地」を記載する。

建設業以外に営業している業務があれば記載する。

申請時点で相続人が受けている許可番号を記載すること。
申請時点で許可を受けていない場合、空欄とすること。



解

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

　　和歌山県 　　和歌山市

　　宅地建物取引業

内 水 消機 通 井絶鋼 筋タ

（用紙Ａ４）

具建 左 と 石 屋 塗

ファックス番号

所属等 氏名 電話番号

管 板 ガ土
許可を受けていた
建 設 業

3

大 電 しゆ

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称 １

5

通

市区町村名0 2 0 1 都道府県名

（第２面）

氏 名
２ １

主 たる営業所の
所 在地市区町村
コ ー ド

3

２ ２ 3

太 郎木

3 5 10
支配人の氏名

鈴
　　和歌山　次郎

キ タ ロ ウ

原

23 25 30 35 40

９

5

鈴 木 組

3 2010 15

23 25 30 35 40

5 10 15 20

ズ キ グ ミ１ ８

１ ７

ス

舗 防 園

1

清

氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ０ ス

20

ズ

3 5 10 15

1 1 1

＜被相続人に関する事項＞

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ３ 小 松

203 5 10 15

1 － 1

23 25 30 35 40

郵 便 番 号 ２ ４ 6 4 0 － 8 5 8 5 0 6電 話 番 号 0 7 3 － 4 4

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 1 － 3

3
建設業以外に行つている営業の種類

）兼 業 の 有 無 ２ ５ 1 （

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ６ 3 0
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 4 年 10 9 9 9 9 8 2 月 0 1 日
知事 特

号 令和 0

3 5 6 10 15 20

0 4

１.一般

２.特定

申請時点で被相続人が受けている許可番号を記載すること。
連絡照会のため、必ず記載すること。





 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


